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〇不動産鑑定評価黎明期

不動産鑑定評価制度は昭和 38年 7月 16日法律第 152号「不動産の鑑定評価に関する
法律」によって定められました。

弊社は昭和 40 年 4 月、京都鑑定所の名称で、京都府知事登録第一号として誕生し、そ
の後組織改編等を経たものの、事業実績は 51年を重ねました。
下記は京都の最高価格地である四条河原町地区において弊社が昭和 40年 12月に行った

鑑定評価書の写しです。上記の通り不動産鑑定評価制度の誕生が昭和 38 年ですから、ま
さに鑑定評価黎明期の評価書です。

当時の日本は高度経済成長期の真っ只中にあり、そうした状況を反映してか、比準価格

よりも収益価格の方が高く試算されています。評価書に添付された写真には路面電車が走

り、写っている車を見ても時代が窺われます。
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